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平
成
二
十
三
年
度

平
成
二
十
三
年
度

「
保
育
園
入
園
説
明
会
」と「
申
し
込
み
」の
受
付
を
行
い
ま
す

　

平
成
二
十
三
年
四
月
か
ら
保
育
園
へ
新
規

に
入
園
を
希
望
さ
れ
る
乳
幼
児
の
保
護
者
を

対
象
に
入
園
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
　

教
育
こ
ど
も
課 

子
育
て
支
援
係

　
　

電
話
二
七
ー
一
一
一
一
（
内
線
）七
一
六

　

保
育
園
に
入
園
で
き
る
児
童
は
、
父
母
等

の
保
護
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か

つ
同
居
の
親
族
そ
の
他
の
者
が
そ
の
児
童
を

保
育
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る

場
合
で
す
。

①
昼
間
、
居
宅
外
で
労
働
す
る
こ
と
を
常
態

と
し
て
い
る
こ
と
。

②
昼
間
、
居
宅
内
で
当
該
児
童
と
離
れ
て
日

常
の
家
事
以
外
の
労
働
を
す
る
こ
と
を
常
態

と
し
て
い
る
こ
と
。

③
妊
娠
中
で
あ
る
か
、
出
産
後
間
が
な
い
こ

と
。

④
疾
病
に
か
か
り
、
も
し
く
は
負
傷
し
、
ま

た
は
精
神
も
し
く
は
身
体
に
障
害
を
有
し
て

い
る
こ
と
。

⑤
同
居
の
親
族
が
長
期
に
わ
た
り
疾
病
の
状

態
に
あ
る
こ
と
、
精
神
も
し
く
は
身
体
に
障

害
を
有
す
る
者
を
常
時
看
（
介
）
護
し
て
い

る
こ
と
。

⑥
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
の

復
旧
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
。

■
保
育
園
に
入
園
で
き
る
基
準
は

【
入
園
説
明
会
の
日
程
】

■
特
別
保
育
の
内
容
は･･

⑦
町
長
が
認
め
る
前
各
号
に
類
す
る
状
態
で

あ
る
こ
と
。

▼
期
日　

十
月
十
八
日
（
月
）

▼
時
間

①
午
後
二
時
三
十
分
か
ら
三
時
三
十
分
ま

で②
午
後
七
時
か
ら
八
時
ま
で

※

都
合
の
よ
い
時
間
に
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
会
場　

　

下
諏
訪
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
ホ
ー
ル

〈
三
歳
未
満
児
保
育
〉

　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
日
現
在
、
生
後
八

ヵ
月
（
ゼ
ロ
歳
児
）
以
上
の
乳
幼
児
か
ら
受

け
入
れ
ま
す
。

〈
長
時
間
保
育
〉

　

開
園
時
間
は
午
前
八
時
か
ら
午
後
四
時
ま

で
で
す
が
、
保
護
者
の
就
労
時
間
・
通
勤
等

に
配
慮
し
て
、
朝
早
く
あ
る
い
は
夕
方
遅
く

ま
で
の
長
時
間
保
育
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
保
育
料
と
は
別
に
、
使
用
料
の
負
担

が
必
要
で
す
。

〈
障
害
児
保
育
〉

　

原
則
と
し
て
受
け
入
れ
る
に
は
、
集
団
保

育
が
可
能
で
通
園
で
き
る
児
童
で
す
。

●保育園入園申込み受付日程
◇第一保育園 11月２日（火）　午後２時30分から午後３時30分
◇第二保育園 11月２日（火）　午前９時30分から午前10時30分
◇第三保育園 11月１日（月）　午後２時30分から午後３時30分
◇第五保育園 11月１日（月）　午前９時30分から午前10時30分
◇第六保育園 11月１日（月）　午後２時30分から午後３時30分
◇一ッ浜保育園 11月４日（木）　午後２時30分から午後３時30分

※受付当日は、児童の面接を行いますので、お子さんをお連れください。
※入園希望者が保育園の定員を超える場合は、第２希望以降の保育園へ変更をお願いする場合もあります。
※保育園に入園できる基準（条件）に該当する家庭の乳幼児を優先しますが、定員に余裕がある場合は、
該当しない家庭の児童も入園することができます。

■現在開園している６園
全てで受付できますの
で、ご都合に合わせて
お出掛けください。

【平成23年度　町内保育園一覧】

開園時間
特別保育

定員電話所在地保育園名 ３歳未満
児 保 育

長 時 間
保  　育

第二保育園

第五保育園

一ッ浜保育園

矢木町214-16

東山田社6725-2

西四王4729-1

27-8764

27-3315

27-8781

170

170

160

８ヵ月
    から

有 7：30～
　18：30

保
育
園
で
は 

こ
ん
な
支
援
や
活
動
も
・・

おはなしの広場
（第五保育園内）

地域でともに
　育児の支え合い！

だっこの会

一日入園にご参加ください一日入園にご参加ください

（各保育園内）
せせらぎ園

（第五保育園内）

　就学前のお子さんを対象に、こ
とばの発達や行動に心配がある場
合、親子で話をしたり、ことば遊
びをしながら相談、指導をしてい
ます。お気軽にご相談ください。

　町内の各保育園には、未就園児・在園児の母親
でつくる子育て勉強会「だっこの会」があります。
少人数のグループをつくり、勉強会、リトミック、
水遊び、クリスマス会など行事を通じて保護者・
児童の交流を行っていますので、お近くの保育園
にお尋ねください。

　保育園では来入児を対象に、各園で一日入園を行います。入園前に保育園
の雰囲気、環境など子どもさんと一緒に、保護者の皆さんも体験してみませ
んか。なお、時間等詳しくは各保育園にお問い合わせください。
■第二保育園　　11/10・12/13・1/12・2/16・3/7（計５回）
■第五保育園　　10/26・11/16・12/14・1/13・1/18・2/8 （計６回）
■一ッ浜保育園　10/7・11/18・12/16・1/20・2/17（計５回）

　せせらぎ園は、親子で通園して
いただきながら、お子さんが健や
かに育つように、また保護者の方
からの相談をお受けし、専門機関
と連携しながらみなさんの子育て
と家庭支援を行っています。

毎日の育児に疲れて…。ちょっとした事が不安で
…。行き場がなくてイライラ。友達がほしいな。
そんな時、一人で抱え込まないで、保育園で行っ
ているこんな事業に参加してみませんか。子育て
に関する相談や保護者の方たちの出会いの場とも
なります。お気軽にご利用してみませんか。

来入児を対
象に！

平成23年度から 保育園３園体制がスタートします保育園３園体制がスタートします
●第二保育園・第五保育園・一ッ浜保育園の３園に！
　町の保育園統廃合計画により、平成23年度から現在の「第二保育
園」「第五保育園」「一ッ浜保育園」の三園体制がスタートします。
安心して園児を預けられる快適な環境の整備と保育の質の向上を目
指して、平成20年度の第二保育園並びに昨年度の第五保育園の全面
改築工事の完成。また本年度では一時休園しての一ッ浜保育園の改
修工事実施へと23年度からの三園体制に向け、町では計画的に事業
を進めております。　　　
　４月から新園舎による保育が再開された第五保育園では、心身障
害児通園訓練施設「せせらぎ園」と言語障害児通所指導施設「おは
なしの広場」を併設し、保育園と一体となった運営により、健全な
家庭関係の形成を支援しています。
　また、廃園後の第三保育園を活用する「高齢者と子育てふれあい
交流センター（仮称）」の開設に向けて、広く町民の皆さまのご意
見をいただきながら、施設改修と具体的な事業の内容について検討
しております。未来を担う子どもたちの保育環境の充実に皆さまの
ご理解とご協力をお願いします。

第二保育園（21年4月開園）

第五保育園（22年4月開園）

一ッ浜保育園（22年9月保育開始） ８月末改修工事が完成した一ッ浜保育園

第二保育園（21年4月開園）

第五保育園（22年4月開園）

一ッ浜保育園（22年9月保育開始） ８月末改修工事が完成した一ッ浜保育園


